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平成２７年度 第２回 松阪市入札等監視委員会 審議概要 

 

 

開 催 日 時 平成２７年７月２９日（水） 午前１０時００分～午前１１時５０分 

開 催 場 所 松阪市役所 ５階特別会議室 

出 席 者 

（敬称略） 

 

委 員 長  楠井 嘉行（弁護士） 

副 委 員 長  村田 裕 （名城大学教授） 

委 員  坂本 聰子（司法書士） 

委 員  坂本 昇 （税理士） 

 

事 務 局 岡野 公共工事適正化担当参事    

刀根 契約監理課長      

湯川 調達係長 

渡邊 契約係長 

議 題  議題１  

入札及び契約の状況報告（平成２７年４月から６月分） 

・工事の発注状況について 

・指名停止措置の運用状況について 

 議題２  

抽出事案の審議（村田委員抽出） 

 議題３  

随意契約に係る意見聴取について 

 その他  

次回開催日程及び抽出委員の選出等について 

 

委 員 事 務 局 

●入札及び契約の状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・工事の発注状況について 

第 1四半期の入札件数は 113件（内訳：工

事 87件、委託 22件、不調 2 件、中止 2件）、

前年同期と比較し、入札件数総計で 12 件の

増加となります。また、契約金額については

32 億 976万 1,533円（内訳：工事 30億 3,640

万 1,640円、委託 1億 7,335 万 9,893円）で、

前年比較で約 19 億円の増額となり、特に子

ども発達総合支援施設並びに新健康センタ

ー新築工事と大型建築工事の発注を行った

ことが大きな要因となっています。平均落札
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委 員 事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

率は 86.15％（内訳：工事 86.49％、委託

80.48％）で、委託の最低制限率の引き上げ

や建築設計において、約 99％の高値落札と

なった案件があるなど、全体の落札率を引き

上げた要因となったところであります。 

指名停止措置の運用状況につきましては、

資料記載のとおり、工事 7件、物品業務委託

関係で 1件ございました。 

まず 1件目は、本市発注の「飯高簡易水道

資産調査業務委託」の履行途中において、管

理技術者の退職による後任の技術者を配置

できず、業務続行不能届が提出され契約解除

を行ったものであり、契約違反として３か月

間の指名停止を行ったものです。 

同じく 2件目も本市発注の「乗合自動車運

行・管理業務委託契約」において、仕様内容

の履行ができず、契約履行不能届が提出され

たことから、契約解除とし、契約違反として

３か月間の指名停止としております。 

3件目は他で発注された物流施設工事にお

いて、便宜を図ってもらう見返りに風俗店で

複数回にわたり計約 43 万円分の接待をした

として、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道

株式会社に関する法律の規定による贈賄容

疑で逮捕されたことによるもの。4件目とし

て、農協などの米乾燥用サイロ（カントリー）

工事などの受注につき、工事業者の 8社が談

合を行っていたとして、排除措置命令と約

11 億円課徴金支払い命令を受けたことから

それぞれ 24 か月の指定停止を行っていま

す。 

そのほか工事現場での負傷事故を起因と

した労働安全衛生法違反、業務上過失致死傷

罪に該当するもの、業務履行中に従業員が有

印公文書偽造・同行使の有罪判決を受けたも

のなど 4件（1か月から 6か月）の処分を行

っています。 

 



- 3 - 

委 員 事 務 局 

●抽出事案の審議（村田委員抽出） 

・今回の抽出事案については、慣例となって

いる落札率の高かった案件と参加者が尐な

かった案件を中心に抽出し確認を進めたい。

特に、入札参加者が全体的にも減尐傾向とな

る中ではあるが、工事量が尐なくなるこの第

1 四半期でも、5 社以下の入札案件が多数発

生しており、落札率 90％超えも 9 件発生し

ている。工事の特殊性によるものか、参加条

件が厳しくないのか、また、地域要件の適正

な設定がされていたのかなど、確認を進めた

い。 

さらに、昨年度に続きこの第 1 四半期で

は、低入札価格調査制度による試行案件を 8

件実施されている。その入札結果についてど

の様な結果となっているのか確認したい。特

に子ども発達総合支援施設の入札では、一度

入札不調も発生しており、また、新健康セン

ター新築工事の大型建築工事については、市

議会でも大いに議論されることとなった案

件として、その内容、入札参加条件について

も確認をしたいと考えている。 

それでは、事前に事務局に資料整理を依頼

しているので、事務局より説明願いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・まずは、入札参加者が 5社以下と尐なかっ

た案件について説明します。件数は全体で

21 件、前年同期は 15件であります。この時

期は委員ご説明のとおり、工事量自体は尐な

く、各業者の手持ち工事も尐ない時期です

が、工事内容の特殊性や現場条件などにより

参加者が尐なかった案件がございました。中

でも毎年、芝生管理及び樹木管理業務委託

は、造園工事としてこの時期に発注し、年間

を通じた業務委託を行うもので、この内 9件

が該当しています。市内、準市内業者を対象

とし、同日落札制限や手持ち工事件数制限を

除外しながら、参加の窓口は可能な限り広げ

ておりますが、生き物である植物の保全管理

業務であり、特殊業務となることから年間業

務実績や技術者資格を参加要件に加えてお

り、参加者数は最大でも 5社の結果となって

います。地方自治体として、市内業者で施工

可能な業務（工事）であり、他の案件も含め

落札率も 85％台と最低制限価格付近となっ

ていることから、現在のところ問題ないと考

えておりますが、入札状況は今後も注視して

いきたいと考えています。 

・また、落札率が 90％以上の高値落札とな

った案件が計 3件ございました。これらは全

て最低制限価格を下回る落札外が多数出た

ことにより、高値落札となったもので、現行

入札制度の課題としているところです。前年

度も 2件発生しておりますが、発注件数の増

加分を考慮しますと、算出率を 1％幅に縮小

した効果もあったものと考えております。 

・次に工事の特殊性や専門性から全国発注す

る中でも参加者数が限定される案件につい

ては、あらかじめ競争性を作用させる希望価

格方式により発注していますが、今期の発注

総数は 4件ございました。前年度の 3件とほ

ぼ同数となっております。 
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委 員 事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・次に落札率 90％以上で参加者が 5 社以下

と尐なかった案件は 7件ありました。前年度

同期で 2件発生していますが、今期は一度入

札不調になった子ども発達総合支援施設新

築関連工事の 3 件が大型工事となっていま

す。新健康センター新築工事の入札経緯を含

めて説明します。 

 まず、子ども発達総合支援施設ですが、当

該関連 3 工事は、4 月 30 日開札予定であり

ましたが本体の建築工事に応札者がなく入

札不調となりました。電気工事、機械工事に

は応札者がありましたが、建築工事の不調を

受け中止としております。その後、工事担当

課の営繕課において、入札不調の要因につい

て、設計価格をはじめ入札参加申請のあった

業者や資材等の関連業者からの聞き取り等

検証を実施したところ、入札不調の主な要因

が設計価格や内容ではなく、市内業者の監理

技術者不足並びにゼネコンの入札参加が全

く見込めない状況であることが確認され、入

札参加条件を拡大しての再入札となりまし

た。 

 再入札の結果は、建築工事は 2社の参加が

あり落札率が 92.17％、電気設備は 3社参加

で 98.29％、機械設備は 2 社参加で 99.66％

となりました。 

 次に、新健康センターの入札経緯と結果に

ついて説明します。当初から 5 月 11 日の入

札公告で子ども発達総合支援施設新築工事

と同条件の発注を予定しておりましたが、直

前の 4 月 30 日子ども発達総合支援施設の入

札不調を受け、再度審査会に諮り入札参加条

件を見直したうえで発注を行ったものです。

入札の結果は建築工事には 4 社の参加があ

り落札率 85.25％、電気設備は 3 社参加で

85.5％、機械設備では 3社参加で 81.62％と

なりました。このように新健康センター関連

の 3案件については、健全な競争性が発揮さ

れた入札結果となったところです。 
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委 員 事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・子ども発達総合支援施設の機械設備入札に

ついて、１億規模の工事にもかかわらず入札

金額が 5000 円しか違わない。不透明なもの

を感じるがどの様に分析しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・健康センター建築工事で、業者点数を 1000

点から 850点に下げたようであるが、落札し

た業者の点数は何点であったか。また、合わ

せてＪＶの参加を広げているようであるが、

これについては、入札不調になっていない

建築工事に対し、参加条件を拡大したことに

対し、発注者の恣意性が働いたかどうかにつ

いて、先ほど委員が申されたとおり、その後

の市議会において相当の議論をいただいた

ところでございます。 

発注者として、同時期に発注する同規模の

建築工事において不調が発生し、その原因を

受注者側の都合、監理技術者不足や大手ゼネ

コンの不参加と判断したうえで、構造は違っ

ても状況に変わるものはないと判断し、同様

の結果を回避するため、同様の見直しを行い

発注しました。落札業者の代表取締役が市議

会の解散を求めリコール署名を展開してい

る中心人物であることから、様々な憶測があ

ったところであります。 

入札の実施にあたっては、公正公平で競争

性が働くよう松阪市の手順どおりに進めて

きた結果であり、市民からの負託にこたえる

ことができたものと考えております。 

 

・工事規模から言えば確かに僅かな金額の差

となっています。最低制限価格に近い金額で

はこのような結果も多々あることですが、予

定価格に近い金額では稀な結果と言えます。

これについては担当課にも確認しておりま

すが、業者積算によると他の入札であるよう

な 85%付近の入札は採算ベースとして不可能

だったと聞いております。各業者の採算ベー

スで積算をした結果であり、予定価格に近い

金額であったことについては市の積算が必

ずしも全ての業者積算と一致するわけでも

なく、あり得ることと整理しています。 

 

・落札業者は 962点です。ＪＶ参加の業者は、

参加条件拡大により参加可能となった業者

で、いずれも点数だけでなく実績条件も 3億

円に設定したことから参加できたものと考
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委 員 事 務 局 

それにより参加があったのか。 

 

・何故 850点だったのか。900点でも良かっ

たのでは。1000 点から 850 点までの間に段

階はないのか。 

 

 

・850点より下のランクはどのようなランク

になるのか。 

 

 

 

・ＪＶの代表構成員、市内構成員は何点の業

者か。 

 

 

 

・確かに入札結果からして色々な思いを持つ

人もあるだろうが、入札結果としては問題な

いということだと思うが。 

 

 

 

・建築工事はその様な結果として良いと思う

が、どちらかというと僅差となった子ども支

援施設の機械設備工事が気になるところ。 

 

 

 

 

 

・県内業者は参加がなかった。その理由をど

うのように考えているか。 

 

 

 

 

 

えています。 

 

・一般の工事入札の際の目安となる発注基準

を策定しており、その中で 1000 点のＦラン

クからひとつ下げたＥランクまで拡大した

ものです。 

 

・Ｄランクで 750点以上になります。通常工

事ですと 1億 5000万までの工事になります。 

先ほどのＥランクは 3億まで、Ｆランクは 3

億以上です。 

 

・県内業者の代表が 1000 点超で、市内業者

の構成員が 800点程度になります。条件に満

たない市内業者の受注機会を拡大するため

ＪＶ参加の条件を付しています。 

 

・議会、委員会でも様々な議論をいただき、

説明もさせていただきました。発注者として

不調を回避するため、参加条件を拡大し、市

内業者を優先にしたい地方自治体の方針も

含み条件設定がされたものです。 

 

・入札条件としては、市内 750点以上、県内

1000 点以上として発注しています。市内業

者の数が尐ないため県内参加まで条件を広

げており、結果として適正な競争性の結果と

判断しています。僅差となったことは先ほど

説明のとおり、業者採算上の限界ラインがそ

のあたりにあったのだろうと考えています。 

 

・参加条件として県内業者の参加を見込むこ

とによる、適正な競争性の確保を目的として

います。また市内業者を優先したいことか

ら、県内業者の点数は上級のクラスを指定す

ることが多く、今回は結果として参加があり

ませんでしたが、その状況から競争性は確保

されていると考えています。大手業者の手持
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委 員 事 務 局 

 

 

 

 

 

 

・健康センター建築工事について、条件設定

に至る経過とそれに対して問題視されてい

る理由などは自分で新聞等でも確認した。常

任委員会でも長時間に亘り議論がなされた

ことは良かったことと思う。特定の業者を入

れようとする何らかの働きかけがあったの

ではないかというもの。入札結果としては適

正な結果が出ている。金額的にも良い結果で

ある。議会では結果としては賛成多数で可決

されている。 

 今回の案件で、噂される様な事実があった

かというと、私が時系列で見た結果として、

それはなかったと考えている。 

しかし、同時並行的に議会に関しての活動

があり、そして結果的にその中心的な人物が

代表の業者が落札したという事実に対して、

疑念をもたれることは事実として仕方がな

い事とも思う。 

このような議論があったということから

も、工事規模の大きさからしても、個人的に

はもう尐し慎重に進めても良かったのでは

ないかと思うが如何か。また、事実がない事

に対してこのような疑いを持たれることは

意味のないこと。直前に条件を見直すのでは

なく何らかの対策ができないものか。 

 

 

 

 

 

 

 

ち状況や発注案件の規模により参加有無が

変わるものと考えます。今後、県内業者の条

件については建築工事などの条件と合わせ

現状に合わせた検討をしていきたいと考え

ています。 

 

・議会、委員会では、執行部からの説明をも

とに様々な議論を進めていただき、可決の結

果をいただきました。ご指摘のとおり、松阪

市では近年ない８億近い大型の工事入札で

あるからこそ、入札不調は勿論、例えば１

０％落札率が違えば８千万円の差額が発生

します。その事に対して、発注者として未然

にどの様に対応すべきか、不調でも良い、落

札率９９％でも良いのか、慎重に議論を重ね

ました。お考えのとおり、金額が大きいから

こそ、前もって対策したものであり、今回の

対応ができた松阪市に対して、良かった事と

確信を持っています。 

 また、市長の「恣意性」についていただく

今回様々なご指摘については、基本的には特

定の業者のみに参加資格を与えたり、特定業

者のみに有利に働く条件設定をしたり、必ず

落札できるような調整をすることが、首長が

問われる本来の「恣意性」と言うものと考え

ています。今回の件で逆に言えば、何故 1000

点という条件を守り通していくのか、それこ

そ恣意性と言われる部分と考えます。先の建

築入札で不調が発生しながら、何故同じ条件

で出せるのか。 

他所の案件では、同様に業者側の都合で参

加が見送られ、設計変更が必要となり、予定

価格の増額、事業の遅延と高額大規模な工事

ほど不調を発生させた場合の影響は悪循環

となることが県内でも津や桑名の入札で明

らかになっています。松阪市では久しぶりの

大型工事でその様な危険と隣り合わせにあ

りながら、従来の参加可能業者も参加させ、
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・疑いはもたれても仕方がないだけの状況が

偶然にもそろっていた。しかし、説明のこと

からすれば対策は必要だったと思う。 

 

・疑いを持たれかねない内容で、偶然の時期

に発注することについて、例えば時期をずら

す事はできなかったのか。若しくは、もう尐

し事前に対策できることはなかったのか。今

回のような疑いを持たれることのない様に

今後の方策に期待したいと思う。 

 

 

 

1 回で、それも８５％付近の落札率で受注者

を決定できたことは大いなる成果と考えて

います。 

 合わせて、木造工事の子ども発達施設の建

築工事と比較して、健康センターの鉄骨工事

の方が規模金額は大きいものの、工法的な難

易度は低いと言われています。であれば、何

故子ども発達施設の入札に参加できた業者

を、難易度の低い健康センターの工事で排除

する事ができるのか。まして、不調発生の状

況の中でその判断ができるのか。それこそ恣

意性となるのでしょう。 

 今回、この様々な議論を慎重に重ね、発注

直前の短期間の中でこの様な対策ができた

ことについて、結果としては市議会において

もご理解、評価いただいたものと考えており

ます。 

 

・今回の状況理由で発注時期をずらす事はで

きません。今後の方策としては、長年変わっ

ていなかった現在の発注基準について、今回

久しぶりの大型工事の発注とその入札不調

により、発注基準、発注の目安としての存在

が、現状にそぐわないことが明らかになりま

した。見直し後も今回のような必要な際の審

査会における議論と条件設定は当然必要で

すが、まずは基本目安の条件設定としてより

現状に即した内容となる様、発注基準を整備

する方向で検討したいと考えています。 

 

●随意契約締結に係る意見聴取について 

 

 

 

 

 

 

 

・第 1四半期では 6件の対象随意契約案件が

ありましたので、資料により説明いたしま

す。 

 

①平成 27年度社会保障・税番号システム（住

基システム）改修業務委託 

・この業務は、平成 25年 5月 31日に行政手
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・このような業種で、他に競合業者はいない

のか。 

 

委員会としての意見 

・随意契約としての要件は充たしており、や

むを得ないものと考えるが、契約金額の妥当

性は十分検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（マイナンバー法）

が公布され、これにより平成 27年 10月 1日

の個人番号の通知、平成 28 年 1 月 1 日の個

人番号の利用開始、平成 29 年 7 月 1 日の情

報連携開始に対応できるようシステムの改

修を行わなければならないものです。なお、

既存の住基システムの改修については、平成

27 年度の 7 月から全国一斉に個人番号の付

番を開始し、地方公共団体情報システム機構

との連携テストが予定されていることから、

税務システム、団体内統合宛名システム、社

会保障関係システムと比較して、早期のシス

テム改修が求められます。平成 26年度には、

個人番号を付番する機能について改修を行

っており、平成 27 年度には、引き続き既存

の住基システムをマイナンバー制度へ対応

したものとするため、個人番号の利用及び連

携に係る機能を追加したプログラム改修を

行います。これらのことにより、既存の住基

システムの納入業者で、システムの著作権を

有している契約業者のみが改修可能である

ことから随意契約となったものです。 

 

・松阪市にはありません。津市など他所には

同種業者は存在します。 

 

 

 

 

 

 

②学校読書室等支援事業業務委託 

・この業務は、これまで中学校に司書派遣を

行ってきた「読書室いきいきプラン事業」を

廃止し地域活性化・地域住民生活等緊急支援

交付金（地方創生先行型）により、市図書館

から各小中学校への司書派遣や子どもの読
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委員会としての意見 

・随意契約としての要件は充たしており、や

むを得ないものと考えるが、契約金額の妥当

性は十分検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会としての意見 

・随意契約としての要件は充たしており、や

むを得ないものと考えるが、契約金額の妥当

性は十分検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書活動を推進するためのボランティアの育

成等、拡充した事業を実施するものです。市

図書館から司書を派遣することにより、学校

読書室の環境整備や読書活動に必要な情報

が市図書館と共有化され、図書資料の団体貸

付やボランティア育成指導などが有効に実

施することができ、家庭での読書活動支援に

もつながると考えています。市図書館と学校

読書室の連携・協力体制を図ることにより、

子どもの読書活動が推進されるとともに市

図書館への利用拡大についても期待でき、図

書館の指定管理業務の付帯業務と考えてい

ることから、現市図書館の指定管理者との随

意契約となったものです。 

 

③松阪市道路台帳補正業務委託 

④松阪市上水道台帳補正業務委託 

⑤公共下水道台帳補正業務委託 

・これら 3件については、いずれも統合型Ｇ

ＩＳ地図情報システムをベースとして稼動

している各業務システムのデータ追加、修正

作業であり、保守業務を行い、著作権等も保

有する、現在のＧＩＳシステム導入業者との

契約を行うものです。また、システムの新規

構築を視野に入れた競争入札の検討にあた

っては、新規のシステム構築と比較し、明ら

かに現行システムを継続し、情報更新するこ

とが、安全かつ安価に進めることができるこ

とについては検証が済んでいます。 

 

⑥飯高簡易水道資産調査業務委託 

・この業務は、昭和 45 年以降整備された施

設について調査する業務で、膨大な作業量と

なるため、契約期間を 3 年間（平成 26 年 9

月 22 日～平成 28 年 9 月 30 日）とし、競争

入札の方法により別業者と契約締結してお

りました。ところが、契約期間を 2年残した

時点で、受注者から履行不能届けがあり契約
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・履行不能届けの理由は何か。業務履行上の

不都合によるものか、会社事情によるもの

か。 

・随意契約理由は 6号か 2号ではないのか。 

 

委員会としての意見 

・随意契約としての要件は充たしており、や

むを得ないものと考えるが、契約金額の妥当

性は十分検討されたい。 

 

解除となり、本契約は残業務についての契約

となります。前契約の整理期間に 3ヶ月程度

要したため、工期短縮が余儀なくされている

状況に加え、本業務での成果を既存のシステ

ムに反映させることで、本来の全体業務が完

了となりますが、平成 26 年度の業務履行に

当たり、関連業務である飯高簡易水道資産デ

ータ整備業務を受注している業者との打ち

合わせにも不測の時間を費やした経緯があ

ります。以上のことから、調査データのシス

テム連携について調整期間が不要で、データ

移行と平行した効率的な業務が可能となり、

当初契約額の入札比率を基準とした金額的

にも有利な契約となる、飯高簡易水道資産デ

ータ整備業務を受注している業者との随意

契約としたものです。 

 

・先方の経営上の理由であり、業務履行の内

容を理由とするものでありません。 

 

・この業務自体は当該業者以外の業者でも履

行できるものですので、2号随契には分類い

たしません。 

 

 

 

 

●次回開催日程及び抽出委員の選出 

・次回開催日を平成 27 年 10 月 29 日（木）

の 15：30 からとし、抽出委員は坂本聰子委

員とする。 

 

 

 

 

 


